
■事例 （相談者：30歳代 女性）

 実家に帰省した際、私の母が孫である小学生の娘にスマホを貸して

オンラインゲームで遊ばせていた。後で母から「身に覚えのない高額

なカード請求がある」と相談を受け調べたところゲーム課金分だと分

かり、ちょうど帰省していた時期と重なっていたため、娘が無断で課

金したものだと分かった。

● 子ども用に契約したスマホは 
「ペアレンタルコントロール」機能を利用しよう！ 
利用限度額の設定を確認しましょう。 

● 必ずカード会社や通信会社からの利用明細の確認を！

決済完了通知メールを見落として 
「課金が高額になるまで気づかなかった」というケースも。

● 日頃から子どもと話し合うことが大切です。 
保護者が対策するだけではなく、ゲームの適切な利用に 

ついて子どもに知ってもらいましょう。 

親戚で集まる機会が 
増える、年末年始。 
安易に子どもにスマホ
を渡すのは危険だよ！

知らない間に高額請求・・・！

子どものゲーム課金にご注意を！ 
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